
公示第１９４号

税関長の権限の委任に係る税関官署の管轄及び税関長の権限の一部を税関

官署の長に委任すること等についての公告の一部改正について 

税関長の権限の委任に係る税関官署の管轄及び税関長の権限の一部を税関官署の長に

委任すること等についての公告（令和４年公示第６８号）の一部を下記のとおり改正す

る。

令和４年９月２１日

名古屋税関長 松岡 裕之 

記

 税関長の権限の委任に係る税関官署の管轄及び税関長の権限の一部を税関官署の長に

委任すること等についての公告の一部を次のように改正する。

別紙「新旧対照表」の「改正前」に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

附 則（令和４年公示第１９４号） 

この公告は、令和４年１０月１日から適用する。 



 

税関長の権限の委任に係る税関官署の管轄及び税関長の権限の一部を税関官署の長に委任すること等についての公告 

 （令和４年公示第６８号） 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

本文（省略） 

 

別表第１～２（省略） 

 

別表第３ 

 

別表第４（省略） 

 

関税法施行令第９２条第２項の規定に基づき、同条第１項第２号に掲げる権限

のうち、委任しない権限 

１ 次に掲げる事項に係る権限は、管内の税関出張所、税関支署出張所及び税関支

署監視署の長（以下「所署長」という。）に委任しない。 

  イ 関税法第６９条第１項（貨物の検査場所の指定）の権限 

  ロ 関税法第６９条の２第２項（輸出してはならない貨物の没収廃棄）の権限。

ただし、同条第１項第３号及び第４号（知的財産侵害物品）に該当するもの

に係る権限を除く。 

  ハ 関税法第６９条の１１第２項（輸入してはならない貨物の没収廃棄又は積

戻し命令）の権限。ただし、同条第１項第９号から第１０号まで（知的財産

侵害物品）に該当するものに係る権限を除く。 

２ 前記１に掲げる権限のほか、次に掲げる所署長の区分に応じた各権限は、当該

所署長に委任しない。 

（１）及び（２） （省略） 

 

３ （省略） 

本文（同左） 

 

別表第１～２（同左） 

 

別表第３ 

 

別表第４（同左） 

 

関税法施行令第９２条第２項の規定に基づき、同条第１項第２号に掲げる権限

のうち、委任しない権限 

１ 次に掲げる事項に係る権限は、管内の税関出張所、税関支署出張所及び税関支

署監視署の長（以下「所署長」という。）に委任しない。 

  イ 関税法第６９条第１項（貨物の検査場所の指定）の権限 

  ロ  〃 第６９条の２第２項（輸出してはならない貨物の没収廃棄）の権限。

ただし、同条第１項第３号及び第４号（知的財産侵害物品）に該当するもの

に係る権限を除く。 

  ハ  〃 第６９条の１１第２項（輸入してはならない貨物の没収廃棄又は積

戻し命令）の権限。ただし、同条第１項第９号及び第１０号（知的財産侵害

物品）に該当するものに係る権限を除く。 

２ 前記１に掲げる権限のほか、次に掲げる所署長の区分に応じた各権限は、当該

所署長に委任しない。 

（１）及び（２） （同左） 

 

３ （同左） 
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